
カイゴとフクシ オンライン就職説明会 inしが 開催要項 

 

１ 開催趣旨 

 滋賀県内における介護・福祉人材の確保、介護・福祉職場への就職や転職をお考えの方の就職・転

職活動の支援を目的に開催する。介護・福祉職場の職員とのオンラインによる対話を通じて「ふくし

の仕事と楽しく生きる」ことの魅力を実感し、介護・福祉職場への理解を深め、働く意欲の高揚を図

るとともに、社会福祉施設・事業所とのマッチングの機会とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主  催 

滋賀の縁創造実践センター（社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会） 

滋賀県介護・福祉人材センター、滋賀県 

 

３ 日時・出展法人数 

  令和 2年７月１８日(土) 13：00～16：30    

出展法人数：１５法人  申込順（先着） 

 

４ 参加対象・参加費 

介護・福祉職場への就職を考えている学生の方 (参加無料) 

介護・福祉職場への就職・転職を考えている方 (参加無料) 

 

５ 出展法人の説明会当日の対応場所 

①出展法人の事業所（リモート参加法人が対象） 

②長寿社会福祉センター（技術や機材の支援を希望する法人が対象） 

 

６ オンライン就職説明会の内容とイメージ  

 

（１）ＰＲ動画の掲載 【開催日の2週間前頃～３か月後】  

出展法人が各職場の魅力をＰＲする動画をリレー形式（1法人60秒以内）で本センターが開設する 

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに掲載します。 

（２）出展法人説明会  

法人・事業所概要や採用予定等の説明、就職・転職希望者からの様々なご質問にお答えします。 

1法人あたり３０分一コマ(説明会20分、移動10分)×５ターム ＋ フリータイム （60分）  

 

① オンラインによる開催 

・新型コロナウイルス感染症予防への対応および、これからの「新しい生活様式」を踏まえ、オン

ラインミーティングツール「Ｚｏｏｍ」を使った説明会とします。 

② 動画コンテンツの活用等による事業所ＰＲ 

あらかじめ出展法人によるＰＲ動画を含めた法人紹介を特設サイト上に掲載することで、出展法人

への興味・関心をさらに高めます。 

③ 来場者のブース着席数を増やす工夫 

来場者へのインセンティブとして、１～５タームすべてを訪問した参加者には、ＱＵＯカード

（1,000円分）をプレゼントします。 



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                   

 

６ 出展申込 

滋賀県内で事業を展開する法人で出展をご希望の場合は、以下のとおりお申込をお願いします。 

申込受付 

期間および 

申込方法 

申込受付期間 

令和２年6月11日（木）9時 ～ 6月15日（月）17時 

 
申込方法と手順 

①６月１１日（木）の９：00に本センターＨＰトップページの“お知らせ”に申込フォー

ムのＵＲＬが公開されますのでクリックしてください。 

②クリックして表示されたフォームに情報を入力し、ページ最下部の送信ボタンを 

クリックすれば、申し込み完了です。 

※ 申込多数の場合は、受付期限前でも申込を締め切ります。 

出展決定 

・申込数が出展ブース数を超える場合は、申込順(先着)により決定します。 

・出展決定通知および出展料請求書は、令和２年6月19日（金）頃に文書にて送付

します。 

・出展をお断りさせていただく場合はご連絡いたします。 

出展決定後

のお願い 

（手続き） 

出展決定後は以下についてお手続きをお願いします。(必須) 

・ 出展料のお振込み 

・ 画像および動画(60秒以内)の提出  

・ オンラインミーティングツール「Ｚｏｏｍ」のインストールおよび動作確認 

・ “福祉のお仕事”への求人登録  

 

７ 出 展 料 

  出展料として、下記の金額をご負担願います。（会員の基準日は本年６月１日現在） 

   ①本会の縁特別会員                   15,000円 

②本会の会員団体・福祉施設・事業所等（①以外） 20,000円 

③その他、滋賀県内の福祉施設・事業所等     30,000円 
 

８ お問合せ 
   滋賀の縁創造実践センター（社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会） 

滋賀県介護・福祉人材センター  

南部介護・福祉人材センターTEL:077-567-3925 ＊ FAX:077-567-3928 

湖北介護・福祉人材センターTEL:0749-64-5125 ＊ FAX:0749-64-5126 

・事前に動画の視聴 

・話を聞きたい法人の予約 

・当日の説明会へ 

（自宅等） 

 ・出展ための事前手続き 

・必要な法人は、当日サポート

(技術、機材貸出)あり。 

※当日スタッフは2名まで。 

・法人説明＋質疑応答 

タイムスケジュール（予定） 

■ オープニング 12：45～ 

■ ブース別説明会 

‣ １ターム １３：００～１３：2０ 

‣ ２ターム 13:30～１3：5０ 

‣ ３ターム １４：００～１４：2０ 

‣ ４ターム １４：３０～１4：5０ 

‣ ５ターム １５：００～１５：2０ 

※ 各ターム終了後の10分間で参

加者の入れ替えを行い、次のターム

の準備をします。 

■ フリータイム 

‣  １５：３０～１6：30 

Ｚｏｏｍでつながります 

求職者(学生・社会人) 出 展 法 人 

複数 

南北各1か所にサテライト設置予定 



 

別紙 
 

 １ お申込みからの流れ （予定 ※変更がある場合はご連絡します） 

 
（１）「出展申込フォーム」の入力および送信 

 受付期間：6月11日（木）9時 ～ 6月15日（月）17時  ※先着順   

    ① ６月１１日（木）の９：00 に本センターＨＰ[https://fukushi.shiga.jp/]トップページの

“お知らせ”に申込フォームのＵＲＬ掲載ページが公開されますのでクリックしてください。 

     注意：９：００以前にＨＰを開けている場合はリロード(ＨＰを更新)してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② クリックして表示されたフォームに情報を入力し、ページ最下部の送信ボタンをクリックす

れば、申し込み完了です。(必ず、送信ボタンをクリックしてください。） 

 

※ 申込多数の場合は、受付期限前でも申込を締め切ります。 

 

   

（２）「出展決定通知および出展料請求書」のお受け取りと出展料のお振込み 

    ・６月19日（金）頃に郵送しますので、お受け取り後、速やかに出展料をお振込みく

ださい。 

 

（３）特設サイト掲載用の情報の提出 締切：決定通知の1週間後  

    

      

（４）出展法人ＰＲ用動画のご提出  締切：６月２9日（月）  

   ・スマホ等により、60秒以内の動画撮影をお願いします。７月６日（予定）に特設サ

イト内に公開します（YouTubeにチャンネルを開設します）。動画撮影にあたって

の留意事項は、決定通知後にご案内します。 

 

 

（５）オンラインミーティングツール「Zoom」のインストールと動作確認 

   ・操作に慣れていただくため、各施設において操作の確認をお願いします。 

   ・リモート参加される場合は、動作確認を丁寧にお願いします。 

 

 

（６）求人登録  締切： 7月1日（水） 

   ・あらかじめ求人登録をお願いいたします。（参照：取り扱い可能な求人範囲） 

コチラに申込フォーム 

ＵＲＬ掲載ページをアップ

します。 

6月11日の9：00公開 

申込フォームに入力いただく内容 

（予定） 

・法人名 

・案内送付先住所 

・ご担当者名 

・ＴＥＬ、担当者メールアドレス 

・法人職員数（全職員数/常勤職員数） 

・事業分野 

・主な事業実施地域（圏域を選択） 

・当日技術支援の要否 



 

 ２ 当日の技術支援等について 
   出展にあたっては、基本的には長寿センターで以下のとおりサポートを行います。 

   ＜サポート内容＞ 

セットアップ済みのＰＣおよびイヤホン（2名まで対応）等必要資材の貸出および、 

技術サポート 

   ※ リモート参加（自施設から参加）される場合は、上記についてサポートはありませ

んので、自施設でご準備をお願いします。 

 

 

 ３ 当日参加者の事前予約について 

    

   参加者の皆さんには、あらかじめ専用フォームからお申込みいただき、事前にどの法人

のブースに訪れたいかをお聞きします。エントリー状況は事前に出展法人にお伝えします。 

   なお、当日まで参加の受け入れをしますので、予約者以外の参加者が増える可能性があ

ります。 

 

 ４ 取り扱い可能な求人範囲 

 

ご注意下さい 

当センターで取り扱うことのできる求人範囲は下記のとおりです。 

（１）社会福祉事業に従事する職業（社会福祉法人が行う公益事業に従事する事業を含む。） 

あっせん対象事業所は社会福祉事業を実施する事業所（社会福祉法人が行う公益事業 

に従事する職業を含む。） 

（２）介護保険事業所 

（３）障害者総合支援法に規定する事業 

（４）地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業 

（５）行政の相談所（福祉事務所、児童相談所等） 

（６）上記（１）から（５）以外の社会福祉事業に関する分野において、社会福祉の国家 

資格を持つ専門職への就労あっせん 

（７）老人福祉法に規定する有料老人ホーム 

 

※「サービス付き高齢者向け住宅」（但し「特定施設入居者生活介護」等介護保険事業であれば範囲内で

す）や「病院の看護職」等の求人は取扱の範囲外となります。 

※事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなくてはならないこ

ととされています。この趣旨をご理解いただき、求人票提出の際には、例外的に年齢制限が認められ

る場合を除き、年齢制限を行わないようお願いします。 

 


